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森林保全へ新税　19年度にも、住民税に上乗せ

　総務省は森林環境の保全を目的とする地方新税の検討に入った。市町村が集める
個人住民税に年数百円程度を上乗せする方向。荒廃が進む森林整備や土砂災害を防
ぐ財源とし、二酸化炭素（ＣＯ2）の排出抑制につなげる。税収はいったん国に集
め、森林保全に多額の費用をかける自治体に多めに配り直す。与党や都市住民の理
解を得て、2019年度にも創設したい考えだ。

　森林環境の地方税は農林水産省や農林水産業に詳しい国会議員らが創設を要望し
ていた。総務省は４月にも有識者会議を設置し、年末の与党の税制調査会で最終結
論を出してもらう。

　総務省は、居住市町村に払う個人住民税（均等割）に一定額を上乗せする方針。
低収入などの理由で非課税になっている人を除き、全国約6000万人に年数百円の
負担を求める。

　薄く広く負担を求める狙いから、企業の負担も検討する。年数百億円程度と見込
む税収を国がいったん集めて、整備する森林が多い市町村に再配分する。都市部自
治体の税収を地方に移し替える形になり、山間部の自治体は収入が増える。

　かつては林業が主要産業だった地方も多いが、いまは人手が回らず、荒れたまま
の森林も増えた。日本経済新聞社の調査では、全国の森林組合の９割が人手不足と
回答。林野庁は「材木価格が下がりすぎて利益が出ないうえ、高齢化で担い手が
減った」とする。

　手入れが悪いと大雨の際に土砂災害が起きやすくなる。木が日光を遮るため、地
面がむき出しになり、木の幹や根が細くなって保水力がなくなるためだ。成長に合
わせて間引きすれば、木が太くなり、地面に日光がさして植物が育ち、土砂災害が
起きにくくなる。ＣＯ2排出量の抑制や水資源の確保もしやすくなる。

　課題は納税者の理解。わずかとはいえ増税に違いない。所得に関わらず税額を一
律にすると、所得が少ない人の負担感は大きくなる。都市部の住民には納税のメ
リットを感じにくい面もある。

　総務省の調べでは、47都道府県のうち、すでに37府県が独自の森林関連課税を
導入している。税額は１人年間300円から1200円。15年度で合計319億円の税収
がある。国が森林環境税をもうければ、ほぼ同じ目的の二重課税になる。
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